
  

第３５号議案 

 

令和８年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和８年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３５，１４５栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ８，８７０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２４，３０１㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  １，６８９，０３２千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          ２，００７，２００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，７２２，２４１千円 

  第２項 営 業 外 収 益            ２８４，９２９千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          ２，１７９，４００千円 

  第１項 営 業 費 用         ２，１３２，０４５千円 

  第２項 営 業 外 費 用             ３７，３２５千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３５７，１００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１００，０００千円、過年度分損益勘定留保資金 

２５７，１００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           １，８１８，８００千円 

  第１項 企 業 債           ７５４，４９０千円 

  第２項 固定資産売却代金            １３，０３０千円 

  第３項 負 担 金           ７００，２２４千円 
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  第４項 分 担 金            ４８，９４９千円 

  第５項 補 助 金           １０２，１０７千円 

第６項 出 資 金           ２００，０００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，１７５，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，００９，８４４千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           １６６，０５６千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和９年度  １０，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和９年度 ５，０００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和９年度 １５，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和９年度 １６，０００ 

収 納 等 総 合 業 務 委 託 事 業 令和９年度～１４年度 ８５２，０００ 

コンビニ収納代行業務委託事業 令和９年度～１４年度 １６，２００ 

遠 方 監 視 設 備 改 修 事 業 令和９年度 １２０，０００ 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  配水管布設替工事及び配水場等整備事業に充てるため 

（２）限  度  額  ７５４，４９０千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和８年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利５．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １８４，２３８千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 物価高騰に伴う経済的負担の軽減策として実施する基本料金の免除に関

連し、収入の減少を補うため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

８８，６００千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、２１，４０４千円と定める。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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